
近畿農政局建設工事等契約事務取扱要領

第１章 総則

（趣旨）

第１条 近畿農政局における建設工事及び測量・建設コンサルタント等（以下「建設工事等」という。）

の競争参加資格審査及び契約に関する事務の取扱いについては、会計法（昭和２２年法律第３５号。以

下「法」という。）、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「令」という。）、国の

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（昭和５５年政令第３００号。以下「特例政令」と

いう。）、契約事務取扱規則（昭和３７年大蔵省令第５２号。以下「省令」という。）、国の物品等又

は特定役務の調達手続の特例を定める省令（昭和５５年大蔵省令第４５号。以下「特例省令」という。）

その他別に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

（競争参加資格の設定及びその公示）

第２条 令第７２条第１項及び令第９５条第１項の規定による競争に参加する者に必要な資格の設定並

びに令第７２条第４項及び特例政令第４条第４項の規定による資格の基本となるべき事項並びに資格

の審査の申請の時期及び方法等についての公示は、会計年度ごとに、特別の事情がある場合を除き、当

該年度の受付開始１ヶ月前までに行うものとする。

２ 前項の公示は、特定調達契約（特例政令第４条第１項に規定する特定調達契約をいう。以下同じ。）

に係るものにあっては、特例省令第３条に規定する事項についても、併せて官報により行い、その他の

契約に係るものにあっては、近畿農政局長の指定する場所に掲示して行うものとする。

（契約の種類）

第３条 令第７２条第１項及び令第９５条第１項の規定による競争に参加する者に必要な資格の設定は、

次に掲げる契約の種類ごとに行うものとする。

(1) 建設工事契約（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条に規定する建設工事に関する契約を

いう。以下同じ。）

(2) 測量・建設コンサルタント等契約（調査、測量、設計等に関する契約をいう。以下同じ。）

２ 前項各号に掲げる契約に係る業種の区分については、別表１に掲げるところによるものとする。

（申請の時期及び方法）

第４条 令第７２条第２項（令第９５条第２項において準用する場合を含む。）に規定する申請の時期

は、会計年度ごとに、当該年度開始前の１か月以上の期間とする。ただし、この期間以外の時期におい

ても、随時に申請を受け付けるものとする。

２ 申請の方法は、郵送又はインターネットのいずれかによるものとする。ただし、インターネットによ

る申請は次条第１項に規定する定期の審査に係るもの及び前回の定期の審査を受け第６条第１項に規

定する資格を有する者に限るものとする。

（資格の審査）

第５条 近畿農政局長は、競争参加資格の審査を２年に１回定期に行い、必要と認めるとき又は前条第１

項のただし書の規定による申請があったときは、随時の審査を行うものとし、第２条第１項の規定によ

り定められた資格を有するかどうかを審査し、契約の種類ごとに、契約の予定価格に応じて区分した等

級に格付けるものとする。

また、他の農政局長から当該農政局長が受理した資格審査の申請が近畿農政局長による資格審査も



希望するものである旨及び当該農政局の客観的事項（当該農政局長の審査事項のうち地域的な事項を

除いたものをいう。以下同じ。）についての審査結果の通知を受けたときについても同様とする。

２ 近畿農政局長は、前項の資格審査の申請が他の農政局長による資格審査も希望するものであるとき

は、その旨及び客観的事項についての審査結果を速やかに当該農政局長に通知するものとする。

（有資格者等）

第６条 前条第１項、第１８条、第１９条、第２０条及び第２６条の規定により等級に格付された者並び

に第２５条の規定により資格を有すると認められた者を、有資格者とする。

２ 前項の有資格者のうち、定期の審査に係る有資格者の資格の有効期間は、申請の日の属する年度の翌

年度から翌々年度までの間とし、随時の審査に係る有資格者の資格の有効期間は、有資格者とされた日

から当該審査の直前の定期の審査に係る有効期間の末日までの間とする。

（有資格者としない者）

第７条 近畿農政局長は、次の各号の一に該当する者を、特別の事情がある場合を除き、有資格者としな

いものとする。

(1) 令第７０条に該当する者

(2) 申請書及び審査に必要な書類に故意に虚偽の事実を記載した者又はこれを代理人、支配人その他

の使用人として使用する者

(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者

(4) 建設業法第３条の規定による許可及び同法第２７条の２３第２項に規定する経営事項審査（第５

条の定期の審査にあっては、告示（建設業法第２７条の２３第３項の経営事項審査の項目及び基準を

定める件（平成２０年１月３１日国土交通省告示第８５号）をいう。以下同じ。）第１第１号の２に

規定する審査基準日が第４条本文により近畿農政局長が定める期間の末日の１年７ヶ月前の日以後

のもの、第５条の随時の審査にあっては、告示第１第１号の２に規定する審査基準日が申請をする日

の１年７ヶ月前の日以後のものに限る。）を受けていない者

(5) 数人の建設業者が共同して工事を施工するため、協定により結成した企業体（以下「共同企業体」

という。）で、その構成員に前各号までのいずれかに該当する者を含むもの

(6) 測量・建設コンサルタント等の営業に関し、法律上必要な資格を有しない者

（有資格者としないことができる者）

第８条 近畿農政局長は、令第７１条第１項の規定に該当する者を、同項に定める期間有資格者としない

ことができる。共同企業体で、その構成員に同項に該当する者を含むものについても、また同様とす

る。

（有資格者名簿）

第９条 近畿農政局長は、第５条第１項の規定により資格の審査を行ったときは、速やかに令第７２条第

３項（令第９５条第２項で準用する場合を含む。）に規定する名簿（以下「有資格者名簿」という。）

を、契約の種類ごとに、第１号書式（その１）により作成するものとする。

（有資格者名簿の公表等）

第１０条 前条に規定する名簿の公表は、第３条第１項第１号の契約にあっては第１号書式（その２）に

より、同項第２号の契約にあっては第１号書式（その３）により、資格審査を担当する窓口において閲

覧に供するほか、インターネットのホームページへの掲載その他適当な方法により行うものとする。

２ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）に定める独立行政法人をいう。以

下同じ。）が国の機関の有資格者名簿を使用して競争契約を行う場合に、当該独立行政法人から当該名



簿の提供の依頼があったときは、前条の規定により作成した名簿を提供することができる。

３ 前項の規定により有資格者名簿を提供する場合は、第１項に定める名簿についても提供することが

できる。

（資格審査の結果の通知）

第１１条 近畿農政局長は、省令第４条に規定する通知を、特別の事情がある場合を除き、定期の審査

にあたっては年度開始前に、随時の審査にあたっては審査後速やかに行うものとする。資格がある場

合は有資格者の資格区分ごとに商号又は名称、代表者名、所在地、評価点数その他必要な情報をホー

ムページに掲載することにより通知するものとする。資格がない場合は第２号書式の通知書により、

それぞれ申請者に通知するとともに、その旨を契約担当官等（法第２９条の３第１項に規定する契約

担当官等をいう。以下同じ。）に通知するものとする。

２ 近畿農政局長は、前項の資格がある場合の通知の際、併せて次条第１項から第３項までの届出させる

内容を通知するものとする。

（変更の届出等）

第１２条 近畿農政局長は、申請者又は有資格者が建設業法第１２条（同法第１７条において準用する場

合を含む。）各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者に、速やかに、その

旨を届出させるものとする。

２ 近畿農政局長は、申請者又は有資格者が第７条第１号、第４号及び第６号の各号のいずれかに該当す

ることとなったときは、速やかに、その旨を届出させるものとする。

３ 近畿農政局長は、有資格者に次の各号に掲げる事項について変更があった場合においては、当該有資

格者から、第３号書式の競争契約参加資格審査申請書変更届により速やかに、その旨を届出させるもの

とする。

(1) 住所

(2) 商号又は名称及び電話番号（ファクシミリ（ＦＡＸ）番号及びメールアドレスを含む。）

(3) 法人である場合は代表者の氏名、個人である場合はその者の氏名

(4) 許可・登録等の状況

(5) 営業所の名称、所在地及び電話番号（ファクシミリ（ＦＡＸ）番号を含む。）

４ 近畿農政局長は、前各項の届出があった場合において、当該申請者又は当該有資格者が他の農政局長

の資格審査も希望したものであるときは、当該農政局長にその旨通知するものとする。

５ 近畿農政局長は、第３項の届出があったときは、速やかに、第９条及び第１０条に定める有資格者名

簿を訂正するとともに、その内容を契約担当官等及び第１０条第２項の規定により名簿を提供した独

立行政法人に通知するものとする。

（資格の有効期間の延長）

第１３条 近畿農政局長は、特別の事情により会計年度開始前に第１１条の規定による通知を行うこと

ができないときは、その通知が行われる日まで、前年度の有資格者を当該年度の有資格者とするものと

する。

（資格の取消し）

第１４条 契約担当官等は、有資格者が第７条各号に該当し、又は第８条に関係すると認めるときは、直

ちに近畿農政局長に第４号書式（その１）の資格取消事由報告書を提出するものとする。

２ 近畿農政局長は、前項の第７条関係の報告又は第１２条第１項の届出があった場合は、遅滞なく当該

有資格者の資格を取り消すものとし、第８条関係の報告があった場合は、当該有資格者の資格を取り消

す必要があるか審査するものとする。



３ 近畿農政局長は、有資格者の資格を取り消した場合は、その旨を第４号書式（その２）の資格取消通

知書により当該者に通知するとともに、契約担当官等に通知するものとする。

（競争参加資格審査会）

第１５条 近畿農政局長は、次に掲げる事項を行う場合には、競争参加資格審査会（以下「資格審査会」

という。）に諮るものとする。

(1) 第２条第１項の規定による資格の設定

(2) 第５条第１項、第１８条第２項、第１９条第２項、第２０条第２項及び第２６条第２項の規定によ

る資格の審査及び等級の格付

(3) 前条第２項又は第２６条第６項の規定、若しくは第１９条第１項においていう「グループ経審取扱

通知」及び第２０条第１項においていう「持株会社化経審取扱通知」による資格の取消し

(4) 一定規模以上の建設工事において一般競争入札方式による場合には、次に掲げる事項の決定

ア 競争参加資格に関する事項

イ 競争参加資格確認資料説明会及び確認資料のヒアリングの実施の必要性の有無

ウ 競争参加資格の有無

エ 競争参加資格がないと認めた者からその理由の説明を求められた場合の対応

オ その他近畿農政局長が必要と認める事項

２ 資格審査会は、次に掲げる者をもって構成し、近畿農政局長が主宰する。

局長、次長、総務管理官、生産部長、農村振興部長、地方参事官(各省調整)、事業経理官、設計課長。

なお、共同企業体のうち特定の建設工事を施行するため結成する共同企業体に係る第１項第２号及

び第３号に掲げる事項を行う場合又は第１項第４号に掲げる事項を行う場合に開く資格審査会は、当

該工事に関係する事務を所掌する部長及び課長を上記構成員に加える。

３ 資格審査会は、主宰者が招集するものとする。

４ 資格審査会は、構成員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができないものとする。

５ 資格審査会は、主宰者が認める場合は持ち回りにより審査会の開催に代えることができるものとす

る。

（秘密の保持）

第１６条 資格の審査に従事する職員は、当該審査において知り得た秘密に関する事項は、これを他に漏

らしてはならない。

第２章 一般競争

第１節 建設工事契約

（申請に必要な書類）

第１７条 近畿農政局長は、建設工事契約について令第７２条第２項に規定する申請の際には、第５号書

式の申請書及び次に掲げる添付書類を提出させるものとする。

(1) 営業所一覧表（第６号書式）

(2) 総合評定値通知書（建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第２１条の４に規定するも

ので、申請日直近のものをいう。以下同じ。）（告示第一の四の１（一）に規定する雇用保険（以下

「雇用保険」という。）、（二）に規定する健康保険（以下「健康保険」という。）及び（三）に規

定する厚生年金保険（以下「厚生年金保険」という。）の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除

外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の



加入状況が「未加入」であった後に当該未加入の保険について「加入」又は「適用除外」となったも

のは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証する書類）及び経営規模等評価申請書

（建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１９条の７第２項に定める申請書で、申請日

直近のものをいう。以下同じ。）の写し

(3) 業態調書（第７号書式）

(4) 納税証明書（国税通則法施行規則（昭和 37 年大蔵省令第 28 号）別紙第９号書式その３又はその

３の２若しくはその３の３。以下同じ）の写し

(5) グループ経営事項審査及び持株会社経営事項審査の結果に基づく申請の場合には企業集団及び企

業集団に属する建設業者についての数値認定書

(6) 行政書士等の代理申請による場合には委任状

２ 前項の場合において、申請しようとする者が共同企業体であるときは、前項各号に掲げる書類のほか

に共同企業体協定書の写し及び共同企業体等調書（第８号書式）を提出させるものとする。

３ 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和４１年法律第９７号）第２条第１項第

４号に該当する組合であって、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けている組合（以下「適格組

合」という。）が等級の格付に当たっての総合点数の算定方法に関する特例（以下「算定特例」という。）

を希望するときは、第１項各号に掲げる書類のほか、共同企業体等調書（第８号書式）を提出させるも

のとする。

４ 第１項第２号の総合評定値通知書及び経営規模等評価申請書の写しについては、共同企業体である

ときは当該共同企業体を構成する者に係るものを、適格組合であるときは当該適格組合及び当該適格

組合を構成する者に係るものを提出させるものとする。

５ 申請者がインターネットを使用して定期の申請をする場合は、第１項の規定にかかわらず、近畿農政

局の申請案内ホームページからダウンロードして得た入力プログラムを用いて、資格審査申請用デー

タを別紙の入力画面上において作成し、送信させるものとする。

ただし、申請者が第２項及び第３項に該当する場合は除くものとする。

（合併等により新たに設立された会社に係る手続）

第１８条 近畿農政局長は、建設工事契約に係る第６条の規定による有資格者が、合併等により新たに設

立された会社となった場合は、再度資格審査の申請（以下「再申請」という。）を行わせることができ

るものとする。

２ 前項の規定による再申請を受けた場合は、速やかに再審査を行い、再審査の結果を第２号書式（その

１）の資格確認通知書により申請者に通知するとともに、その旨を契約担当官等に通知するものとす

る。

３ 第１項の再申請が他の農政局長による再審査も希望するものであるときは、その旨及び審査結果を

速やかに当該農政局長に通知するものとする。

４ 前条第１項に規定する書類は、第１項の再申請を行う場合について準用する。

（グループ経審を受審した建設業者に係る手続）

第１９条 近畿農政局長は、建設工事契約に係る第６条の規定による有資格者が、平成６年６月８日建設

省告示第１４６１号附則四の規定に基づく国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る

経営事項審査（以下「グループ経審」という。）を受審し、再申請を希望する場合は、「グループ経営

事項審査における結果に基づく建設業者による競争参加資格審査の取扱い等について」（平成１３年８

月２７日付け１３地第５０３号大臣官房地方課長通知。以下「グループ経審取扱通知」という。）に基

づき再申請させることができるものとする。

２ 前項の規定による再申請を受けた場合は、速やかに再審査を行い、再審査の結果を第２号書式（その

１）の資格確認通知書により申請者に通知するとともに、その旨を契約担当官等に通知するものとす



る。

３ 第１項の再申請が他の農政局長による再審査も希望するものであるときは、その旨及び審査結果を

速やかに当該農政局長に通知するものとする。

４ 第１７条第１項に規定する書類は、第１項の再申請を行う場合について準用する。

（持株会社化経審を受審した建設業者に係る手続）

第２０条 近畿農政局長は、建設工事契約に係る第６条の規定による有資格者が、平成６年６月８日建設

省告示第１４６１号附則六の規定に基づく国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る

経営事項審査（以下「持株会社化経審」という。）を受審し、再申請を希望する場合は、「持株会社化

経審における結果に基づく建設業者による競争参加資格審査の取扱いについて」（平成１４年４月１６

日付け１４地第８８号大臣官房地方課長通知。以下「持株会社化経審取扱通知」という。）に基づき再

申請させることができるものとする。

２ 前項の規定による再申請を受けた場合は、速やかに再審査を行い、再審査の結果を第２号書式（その

１）の資格確認通知書により申請者に通知するとともに、その旨を契約担当官等に通知するものとす

る。

３ 第１項の再申請が他の農政局長による再審査も希望するものであるときは、その旨及び審査結果を

速やかに当該農政局長に通知するものとする。

４ 第１７条第１項に規定する書類は、第１項の再申請を行う場合について準用する。

（等級の格付）

第２１条 各地方農政局長は、建設工事契約について一般競争に参加しようとする者を等級に格付ける

場合には、次に掲げる事項を勘案するものとする。

(1) 建設業法第２７条の２３第２項及び第３項の規定により国土交通大臣が定める項目ごとの同条第

１項の経営に関する客観的事項

(2) 専門技術者の状況

(3) 近畿農政局における工事成績

第２節 測量・建設コンサルタント等契約

（申請に必要な書類）

第２２条 近畿農政局長は、測量・建設コンサルタント等契約について令第７２条第２項に規定する申請

の際には、第９号書式の申請書及び次に掲げる添付書類を提出させるものとする。この場合において，

第５号から第７号までに掲げる書類は、その写しをもって代えることができるものとする。

(1) 測量等実績調書（第１０号書式）

(2) 技術者経歴書（第１１号書式）

(3) 営業所一覧表（第１２号書式）

(4) 財務諸表類

(5) 登記事項証明書（法人の場合）

(6) 登録証明書等（登録を受けている場合）

(7) 納税証明書（国税通則法施行規則（昭和 37 年大蔵省令第 28 号）別紙第９号書式その３又はその

３の２若しくはその３の３）

２ 前項の場合において、申請しようとする者が測量法(昭和２４年法律第１８号)第５５条の８による

書類を国土交通大臣に提出し、その写しを提出した者である場合にあっては、前項第１号から第６号に

掲げる書類の添付を省略することができる。



また、申請しようとする者が建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設省告示第７１

７号）第７条、地質調査業者登録規程（昭和５２年４月１５日建設省告示第７１８号）第７条又は補償

コンサルタント登録規程（昭和５９年９月２１日建設省告示第１３４１号）第７条に規定する現況報告

書を国土交通大臣に提出し、その確認印を受けた現況報告書の副本の写しを提出した場合にあっては、

申請しようとする業種の区分が各登録規程に定める登録部門の範囲内である場合に限り、前項第１号

から第６号に掲げる書類の添付を省略することができる。

３ 第１項の規定により申請の際に提出させる同項第４号及び第５号の書類について、添付させること

が著しく困難であると認められる場合は、当該書類の記載の事実を確認しうる他の書類をもって代え

ることができるものとする。

４ 申請者がインターネットを使用して定期の申請をする場合は、第１項の規定にかかわらず、近畿農政

局の申請案内ホームページからダウンロードして得た入力プログラムを用いて、資格審査申請用デー

タを別紙の入力画面上において作成し、送信させるものとする。

（等級の格付）

第２３条 近畿農政局長は、測量・建設コンサルタント等契約について一般競争に参加しようとする者を

等級に格付ける場合には、当該者の年間平均測量等実績高、自己資本額、流動比率、営業年数及び近畿

農政局における測量等施行成績等を勘案するものとする。

第３節 申請の特例

（特例申請書の提出等）

第２４条 近畿農政局長は、本要領と同一の取扱いを行っている農林水産省の他の機関（以下「他の機

関」という。）において、有資格者とされている者又は当該他の機関に資格審査に係る申請書類を提出

している者が、第１７条、第１８条、第１９条、第２０条、第２２条及び第２７条の規定による申請書

類を提出しようとするときは、当該申請書類の提出に代えて、それぞれ所定の申請書並びに当該他の機

関が申請者に通知した資格確認通知書の写し、建設工事契約にあっては総合評定値通知書及び経営規

模等評価申請書の写し及び第７号書式を提出させることができるものとする。この場合において、当該

申請書の提出と同時に当該資格確認通知書の写しを提出することができないときは、当該資格確認通

知書の交付を受けた後に提出することができるものとする。

（資格の審査等）

第２５条 近畿農政局長は、前条の規定により申請書類の提出があった場合は、これを審査し、その内容

が適正であると認められるときは、資格を有する者と認め、有資格者名簿に登録するとともに、第１３

号書式の登録確認通知書により申請者に通知し、その旨を契約担当官等に通知するものとする。

第４節 更生手続又は再生手続開始決定者に係る手続

（更生手続又は再生手続開始決定者に係る再申請）

第２６条 近畿農政局長は、第６条の規定による有資格者が会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の

更生手続又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の再生手続（以下「更生手続等」という。）の

開始の決定をされた場合は、再申請を行わせることができるものとする。

２ 前項の規定による再申請を受けた場合は、直ちに再審査を行わなければならない。



３ 第１１条の規定は、前項の再審査の結果を通知する場合について準用する。

４ 第１項の再申請が他の農政局長による再審査も希望するものであるときは、その旨及び審査結果を

速やかに当該農政局長に通知するものとする。

５ 第２項の規定により有資格者とされた者の資格の有効期間は、有資格者とされた日から当該審査の

直前の定期の審査に係る有効期間の末日までの間とする。

６ 更生手続等の開始の決定をされた者が第１項の再申請を行わない場合及び第３項の規定により資格

が無い旨通知する場合は、更生手続等を行った際に有していた資格を取り消すことができるものとす

る。

７ 第１４条第３項の規定は、前項の規定により資格を取り消した場合について準用する。

（再申請に必要な書類）

第２７条 前条第１項の規定により再審査を受けようとする者は、第１７条又は第２２条に規定する申

請に必要な書類を更生手続等開始の決定後に作成し、次に掲げる書類を添えて近畿農政局長に提出す

るものとする。

(1) 更生手続等開始の決定書の写し

(2) 貸借対照表（更生手続等開始の決定後に作成したもの）及び損益計算書（貸借対照表を作成する基

となった時点までの１年間について作成したもの）

(3) 更生手続等開始の決定時以降に定款、役員等の変更があった場合は、当該変更を証明する書類

（再申請に係る等級の格付）

第２８条 第２１条及び第２３条の規定は、前条の規定により申請書類の提出があった場合について準

用する。

第５節 一般競争参加者の資格の指定

第２８条の２ 契約担当官等は、農林水産省会計事務取扱規程（昭和４４年農林省訓令第９号）第２４条

の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を定めるときは、当該競争に付する契約の予定価格の

金額に相当する等級を指定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定

価格の金額に相当する等級の直近上位及び直近下位の等級を含めて競争を行わせることができる。

(1) 特殊な技術、工法、機械又は施設等を必要とする場合

(2) 特別な建設工事等の経験を必要とする場合

(3) 地理的条件に適合する者を必要とする場合（特例政令第４条第１項に規定する調達契約を除く。）

(4) 予定価格の金額に相当する等級の資格を有する者が少数の場合

２ 契約担当官等は、近畿農政局長の承認を得たときは、前項の規定にかかわらず、予定価格の金額に相

当する等級の２等級以上の上位等級及び下位等級を含めて競争を行わせることができる。

第３章 指名競争

（申請に必要な書類）

第２９条 第１７条、第１８条、第１９条、第２０条、第２２条、第２４条及び第２７条の規定は、令第

９５条第２項において準用する令第７２条第２項に規定する申請の際に提出させる書類について準用

する。



（等級の格付）

第３０条 第２１条、第２３条及び第２８条の規定は、指名競争に参加しようとする者を等級に格付する

場合に準用する。

（資格の審査及び有資格者名簿）

第３１条 指名競争に参加する者の資格が一般競争に参加する者の資格と同一である場合には、一般競

争に参加する者の資格の審査及び有資格者名簿をもって、指名競争に参加する者の資格の審査及び有

資格者名簿に代えるものとする。

（指名基準）

第３２条 契約担当官等は、有資格者のうちから指名競争に参加する者を指名する場合には、当該競争に

付する契約の予定価格の金額に相当する等級に格付された者のうちから指名するものとする。 ただ

し、指名される者の２分の１を超えない範囲において、直近上位及び直近下位の等級の資格を有する者

のうちから指名することを妨げない。

２ 前項の指名に当たっては、次の各号に掲げる事項を勘案するとともに、当該会計年度における指名及

び受注の状況を考慮し、特定の者に偏らないようにするものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 建設工事又は測量・建設コンサルタント等の成績

(4) 技術的適性

(5) 手持工事等の状況

(6) 地理的条件。ただし、特定調達契約に係るものにあっては、この限りでない。

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況

３ 契約担当官等は、特に緊急なものであること、特別の技術を要すること、又は現に履行中の大規模工

事に密接な関連を有する小規模工事を発注しようとする場合において、当該大規模工事を既に履行し

ている者を選定する必要があること等の事由により第１項の規定によることが不適当であると認める

ときは、同項の規定にかかわらず競争に参加する者を指名することができる。

４ 第１８条の規定により新たに有資格者となった者については、「合併等により新たに設立された会社

等の建設工事契約に係る受注機会の確保を図るための取扱いについて」（平成 27 年 10 月 1 日付け 27

農振第 1412 号農村振興局整備部設計課長通知）に基づく取扱いをするものとする。

５ グループ経審を受審し、結果通知書を受領した建設業者が有資格者となった場合においては、グルー

プ経審取扱通知に基づく取扱いをするものとする。

６ 持株会社化経審を受審し、結果通知書を受領した建設業者が有資格者となった場合においては、持株

会社化経審取扱通知に基づく取扱いをするものとする。

（指名競争参加者選定委員会）

第３３条 近畿農政局長は、前条の規定により建設工事の指名競争契約（事務所又は事業所の長に委任さ

れたものを除く。）について競争に参加する者を指名する場合には、指名競争参加者選定委員会に諮る

ものとする。

２ 指名競争参加者選定委員会は、次に掲げる者をもって構成し、近畿農政局長が主宰する。

局長、次長、総務管理官、会計課長、事業経理官、当該契約に関係する事務を所掌する部長及び課長、

当該契約に関係する事務を所掌する事務所又は事業所の長

３ 第１５条第３項及び第４項の規定は、前項の委員会に準用する。



（事務所等の指名競争参加者選定委員会）

第３４条 事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）の長は、建設工事の指名競争契約について競

争に参加する者を指名する場合には、事務所等の指名競争参加者選定委員会に諮るものとする。

２ 事務所等の指名競争参加者選定委員会は、次に掲げる者をもって構成し、当該事務所等の長が主宰す

る。

事務所等の長、次長、庶務課長、並びに当該契約に関係する事務を所掌する課、建設所、支所及び管

理所の長

３ 第１５条第４項及び第６項の規定は、前項の委員会に準用する。

第４章 随意契約

（随意契約登録者名簿及び業者の選定）

第３５条 近畿農政局長は、第１４号書式により随意契約登録者名簿を作成するものとする。

２ 前項の登録は、原則として第１５号書式の申請書に基づき、信用度、経営の状況及び履行能力その他

の事情を勘案し、契約の履行が確実であると認められる者につき行うものとする。

３ 契約担当官等は、法第２９条の３第４項又は第５項の規定により随意契約によろうとするときは、特

別の事情がある場合を除き、第１項に規定する随意契約登録者名簿に登録された者又は第９条及び第

３１条に規定する有資格者名簿に登録された者のうちから契約の相手方を選定するものとする。

第５章 等級の格付の基準

（等級の格付の基準）

第３６条 第５条に規定する契約の種類ごとの等級の格付は、第２１条及び第２３条に規定する事項に

ついて、別記に定める基準により行う。

第６章 雑 則

（苦情の処理）

第３７条 近畿農政局長は、特例省令第 10 条の規定により特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員

に会計課長を指定するものとする。

（談合対策の連絡体制）

第３８条 近畿農政局長は、談合情報に対応し公正取引委員会との連絡を行うため、会計課長を連絡担当

官とするものとする。

附 則

１ この要領は、平成１４年１２月１２日から施行する。

２ この要領の施行の際、現に建設工事等契約の有資格者とされている者については、その者に係

る資格の有効期間の末日までの間、この要領の該当規定によりそれぞれの等級に相当する等級に

格付けされた有資格者とみなす。



附 則

１ この要領は、平成１５年４月１日から施行する。

２ この要領の施行の際、現に建設工事等契約の有資格者とされている者については、その者に係

る資格の有効期間の末日までの間、この要領の該当規定によりそれぞれの等級に相当する等級に

格付けされた有資格者とみなす。

附 則

１ この要領は、平成１５年７月１日から施行する。

２ この要領の施行前の食糧事務所において、競争参加の有資格者とされている者については、そ

の者にかかる資格の有効期限の末日までの間、この要領の有資格者とみなす。

附 則

１ 本改正は、競争資格審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査を申請した日が平成

１６年３月１日以降のものである一般競争資格審査及び指名競争資格審査の申請から適用する。

附 則

１ この要領の施行の際、現に建設工事等契約の有資格者とされている者については、その者に係

る資格の有効期間の末日までの間、この要領の該当規定によりそれぞれの等級に相当する等級に

格付けされた有資格者とみなす。

附 則

１ この要領は、平成１９年３月１日から施行する。

２ この要領の施行の際、現に建設工事等契約の有資格者とされている者については、その者に係

る資格の有効期間の末日までの間、この要領の該当規定によりそれぞれの等級に相当する等級に

格付けされた有資格者とみなす。

附 則

１ この要領は、平成２０年３月７日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成２０年３月３１日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成２１年４月１日から施行する。

２ 平成２１年度においては、第３６条第１項第１号イ及び第３７条第１項第１号イの「公益社団

法人又は公益財団法人」には、平成２０年１２月１日前に公益法人であった法人を含むものとす

る。

附 則

１ この要領は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成２３年３月１８日から施行する。



附 則

１ この要領は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成２３年９月１日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成２４年１２月１日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則

１ 本改正は、平成２６年１２月２日から施行する。ただし、本改正は平成２７年度及び平成２８

年度において有効となる競争参加資格審査から適用するものとし、平成２６年度における随時の

審査については、なお従前の例による。

附 則

１ この要領は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成２７年１０月１日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成２８年６月１日から施行する。

附 則

１ 本改正は、平成２８年１２月１日から施行する。ただし、本改正は平成２９年度及び平成３０

年度において有効となる競争参加資格審査から適用するものとし、平成２８年度における随時の

審査については、なお従前の例による。

附 則

１ この要領は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則

１ この要領は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、建設業法第 27 条の 23第３項の経営事項

審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示（平成 29年 12 月 26 日付け国土交通省告示第 1

196 号）による改正前の建設業法第 27条の 23 第３項の経営事項審査の項目及び基準を定める件に基

づき建設業法第 27条の 29 第１項の総合評定値の通知を受けている者における審査については、なお

従前の例による。

附 則

１ この要領の第１５条の改正は平成３０年１１月１３日から施行する。

２ この要領の第２２条及び別記第１及び別紙の改正は平成３０年１２月３日から施行するが、本



改正は平成３１年度及び平成３２年度において有効となる競争参加資格審査から適用するもの

とし、平成３０年度における随時の審査については、なお、従前の例による。

附 則

１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則

１ この要領は、令和元年１０月１日から施行する。

附 則

１ 本改正は、令和２年１２月１日から施行する。ただし、本改正のうち、押印省略に伴う様式の

見直しを除き、令和３年度及び令和４年度において有効となる競争参加資格審査から適用するも

のとし、令和２年度における随時の審査については、なお従前の例による。

附 則

１ 本改正は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

１ 本改正は、令和３年８月１日から施行する。

附 則

１ 本改正は、令和４年１２月１日から施行する。ただし、本改正は令和５年度及び令和６年度におい

て有効となる競争参加資格審査から適用するものとし、令和４年度における随時の審査について

は、なお従前の例による。

附 則

１ 本改正は、令和６年１２月１日から施行する。ただし、本改正は令和７年度及び令和８年度におい

て有効となる競争参加資格審査から適用するものとし、令和６年度における随時の審査について

は、なお従前の例による。

附 則

１ 本改正は、令和７年４月１日から施行する。

ただし、本改正は令和７年度及び令和８年度において有効となる競争参加資格審査から適用する

ものとし、令和６年度における随時の審査については、なお従前の例による。

また、建設工事の請負契約について、令和７年３月 31日以前に契約締結を予定していたが、低入

札価格調査等の特別な事情により契約締結が令和７年４月１日以降となったものの関係する事務の

取扱いについては、なお従前の例による。

附 則

１ 本改正は、令和７年４月１日から施行する。


